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福岡広域都市計画地区計画の変更  

くりえいと北地区 

（宗像市決定） 
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新旧対照表  

（新） 

                                    が変更部分 

名     称 くりえいと北地区地区計画 

位     置 宗像市須恵及び平等寺の各一部 

面     積 約１０．９ヘクタール 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ鹿児島本線赤間駅の北約１.２キロメートルに位置し、本

市の幹線道路である都市計画道路石丸河東線に隣接する交通利便性の高い

地区であり、都市計画マスタープランで中心拠点に位置づけている赤間駅周辺

と旧玄海町域とを結ぶ重要な地区である。 

このため、土地区画整理事業による基盤整備とあわせて、幹線道路沿道にふ

さわしい利便施設の適正な立地・誘導を図るとともに、周辺環境と調和した緑

豊かで良好な市街地環境を形成・保全を図る。 

区

域

の

整

備

・
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発

及
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保

全

の

方
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土地利用の方針 

良好な市街地環境の形成・保全を図るため、当地区を次のように区分し、

各ゾーンの土地利用の方針を以下のように定める。 

【沿道ゾーン１，２】 

幹線道路の沿道としてふさわしい利便施設等の適正な立地誘導を図ると

ともに、周辺環境に配慮し、住宅地と調和のとれた土地利用の誘導を図る。 

【住宅ゾーン】 

周辺の自然環境を生かした、緑豊かで良好な低層住宅としての土地利用の

誘導を図る。 

地区施設の整備 

方針 

都市計画道路を骨格とし、沿道、住宅ゾーン及び地区外との連携を考慮し

て、区画道路、公園、緑地等を適切に配置し良好な市街地形成を図る。 

建築物の整備 

方針 

区分された各ゾーンの特性に応じ、それぞれ次のような制限を定め良好な

市街地環境の形成・保全を図る。 

【沿道ゾーン１，２】 

幹線道路の沿道にふさわしい利便施設等の適切な立地を誘導するため、建

築物等の用途の制限を定める。また、敷地の細分化に伴う市街地環境の悪化

を防止し、周辺住宅地との調和を図るため、建築物の敷地面積の最低限度、

建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制

限及び垣又は柵の構造の制限を定める。 

【住宅ゾーン】 

低層の住宅地として緑豊かで良好な環境の形成と保全を図るため、建築物

等の用途の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又は柵の構造の制限

を定める。 

その他当該地区の

整備・開発及び保

全に関する方針 

当地区周辺は、豊かな自然環境に恵まれていることから、地区内において

も緑化を推進し、緑豊かな環境の創出・保全に努めるとともに、まちづくり

の模範となるような良好な市街地環境の形成・保全を図る。 

 

 

（旧） 

                                    が変更部分 

名     称 くりえいと北地区地区計画 

位     置 宗像市須恵及び平等寺の各一部 

面     積 約１０．９ha 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ鹿児島本線赤間駅の北約１.２kmに位置し、本市の幹線道路

である都市計画道路石丸河東線に隣接する交通利便性の高い地区であり、都

市計画マスタープランで中心拠点に位置づけている赤間駅周辺と旧玄海町域と

を結ぶ重要な地区である。 

このため、土地区画整理事業による基盤整備とあわせて、幹線道路沿道にふさ

わしい利便施設の適正な立地・誘導を図るとともに、周辺環境と調和した緑豊か

で良好な市街地環境を形成・保全することを目的とする。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方
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土地利用の方針 

良好な市街地環境の形成・保全を図るため、当地区を次のように区分し、

各ゾーンの土地利用の方針を以下のように定める。 

【沿道ゾーン１，２】 

幹線道路の沿道としてふさわしい利便施設等の適正な立地誘導を図るとと

もに、周辺環境に配慮し、住宅地と調和のとれた土地利用の誘導を図る。 

【住宅ゾーン】 

周辺の自然環境を生かした、緑豊かで良好な低層住宅としての土地利用の

誘導を図る。 

地区施設の整備 

方針 

都市計画道路を骨格とし、沿道、住宅ゾーン及び地区外との連携を考慮し

て、区画道路、公園、緑地等を適切に配置し良好な市街地形成を図る。 

建築物の整備 

方針 

区分された各ゾーンの特性に応じ、それぞれ次のような制限を定め良好な

市街地環境の形成・保全を図る。 

【沿道ゾーン１，２】 

幹線道路の沿道にふさわしい利便施設等の適切な立地を誘導するため、建

築物等の用途の制限を定める。また、敷地の細分化に伴う市街地環境の悪化

を防止し、周辺住宅地との調和を図るため、建築物の敷地面積の最低限度、

建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の

制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。 

【住宅ゾーン】 

低層の住宅地として緑豊かで良好な環境の形成と保全を図るため、建築物

等の用途の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制

限を定める。 

その他当該地区の

整備・開発及び保

全に関する方針 

当地区周辺は、豊かな自然環境に恵まれていることから、地区内において

も緑化を推進し、緑豊かな環境の創出・保全に努めるとともに、まちづくり

の模範となるような良好な市街地環境の形成・保全を行っていく。 
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